
本
日
は
T
K
C
タ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お

招
き
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
税
制
の
当
面
の
諸

課
題
」
に
つ
い
て
、
次
の
4
つ
の
柱
に
沿
っ
て

お
話
し
し
ま
す
。

1
．
総
論 

税
財
政
の
状
況
と

　
　

令
和
7
年
度
税
制
改
正
の
概
要

2
．
基
礎
控
除
等
の
引
上
げ

3
．
暫
定
税
率

4
．
消
費
税
の
議
論

一
般
会
計
税
収
の
推
移

総
論
と
し
て
、
税
財
政
の
状
況
と
令
和
7
年

度
税
制
改
正
の
概
要
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

ま
ず
、
一
般
会
計
の
税
収
の
推
移
を
見
ま
す
。

日
本
の
税
収
は
、
バ
ブ
ル
期
に
順
調
に
伸
び
て

い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
た
こ
と
で
、
日

本
経
済
は
長
ら
く
停
滞
し
ま
し
た
。
平
成
9
年
、

10
年
に
は
、
金
融
機
関
の
倒
産
が
相
次
い
で
起

き
、
金
融
危
機
に
陥
り
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成

20
年
に
は
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
で
税
収

が
落
ち
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
税
収
は
、
好
調

な
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
令
和
7
年
度
当
初

予
算
の
見
込
み
は
約
78
兆
円
に
な
っ
て
い
ま
す
。

次
は
税
目
別
の
税
収
に
着
目
し
た
い
と
思
い

税
制
の
当
面
の
諸
課
題
（
要
約
）

財
務
省  

大
臣
官
房
審
議
官（
主
税
局
担
当
）　

岩
佐  

理 

氏

■
と
き

：

令
和
7
年
10
月
17
日
㈮

講演Ⅰ

◎岩佐  理（いわさ・おさむ）
平成6年4月大蔵省（現財務省）入省、大臣官房文書
課長、関東信越国税局長を歴任。令和7年7月から大
臣官房審議官（主税局担当）。

※肩書は講演当時のものです。

は
じ
め
に

1
．
総
論  

税
財
政
の
状
況
と

　
　
令
和
7
年
度
税
制
改
正
の
概
要

※
本
講
演
の
税
制
や
法
律
、
制
度
、
肩
書
等
は
講
演
当
時
の
内
容
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
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ま
す
。
ま
ず
、
法
人
税
は
順
調
に
伸
び
て
い
ま

す
。
消
費
税
は
、
景
気
に
左
右
さ
れ
な
い
安
定

し
た
税
収
を
見
込
め
、
順
調
に
伸
び
て
い
る
状

況
で
す
。
所
得
税
は
、
実
質
賃
金
は
中
々
上
が

ら
な
い
も
の
の
、
給
与
収
入
が
上
が
っ
て
き
て

い
る
こ
と
や
、
金
融
市
場
が
好
調
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
足
元
は
堅
調
で
す
。

今
後
、
補
正
予
算
や
経
済
対
策
を
検
討
す
る

際
に
は
、
税
収
の
増
加
見
込
み
を
算
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
相
当
慎
重
な
議

論
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

一
般
会
計
税
収
、

歳
出
総
額
及
び
公
債
発
行
額
の
推
移

続
い
て
、
一
般
会
計
税
収
、
歳
出
総
額
と
公

債
発
行
額
の
推
移
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す

【
資
料
1
】。
折
れ
線
グ
ラ
フ
は
上
か
ら
順
に
一

般
会
計
歳
出
と
一
般
会
計
税
収
、
棒
グ
ラ
フ
は

建
設
公
債
発
行
額
と
特
例
公
債
発
行
額
を
示
し

て
い
ま
す
。
建
設
公
債
は
公
共
事
業
の
財
源
に

な
っ
て
い
ま
す
。

財
政
法
上
、
特
例
公
債
は
特
別
に
法
律
を
通

さ
な
い
と
発
行
で
き
な
い
枠
組
み
に
な
っ
て
い

ま
す
。
か
つ
て
は
、
特
例
公
債
法
を
1
年
限
り

の
措
置
と
し
て
、
毎
年
、
国
会
で
通
し
て
い
た

だ
い
て
き
ま
し
た
が
、
今
は
令
和
3
年
度
か
ら

5
年
間
期
限
を
延
長

さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
5
年

間
の
期
限
は
今
年
度

で
切
れ
ま
す
の
で
、

令
和
8
年
度
以
降
は

特
例
公
債
を
発
行
す

る
た
め
に
改
め
て
法

案
を
国
会
で
ご
審
議

い
た
だ
く
こ
と
が
必

要
で
す
。

先
ほ
ど
、
バ
ブ
ル

期
に
税
収
が
伸
び
た

と
申
し
上
げ
ま
し
た

が
、
こ
の
影
響
も
あ

り
、
平
成
2
年
度
は

特
例
公
債
を
発
行
せ

ず
に
済
み
ま
し
た
。

特
例
公
債
依
存
体
質

か
ら
の
脱
却
を
掲
げ
、

平
成
2
年
度
以
降
数

年
は
、
特
例
公
債
を

発
行
し
な
い
時
期
が

あ
り
ま
し
た
が
、
平

成
7
年
に
円
高
不
況

の
影
響
や
阪
神
・
淡

路
大
震
災
へ
対
処
す

4

一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移

（注１）令和６年度までは決算、令和７年度は予算による。点線は当初予算による。
（注２）公債発行額は、平成２年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債、平成６～８年度は消費税率３％から５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の減

少を補うための減税特例公債、平成23年度は東日本大震災からの復興のために実施する施策の財源を調達するための復興債、平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するため
の年金特例公債を除いている。
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建設公債発行額

特例公債発行額

一般会計歳出（点線は当初予算ベース）
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る
た
め
に
特
例
公
債
の
発
行
に
踏
み
切
り
ま
し

た
。
そ
れ
以
降
は
特
例
公
債
の
発
行
が
続
い
て

い
る
状
況
で
す
。

足
元
の
税
収
は
増
え
て
き
ま
し
た
が
、
約
78

兆
円
の
税
収
に
対
し
て
、
歳
出
が
約
1
1
5
兆

円
と
い
う
こ
と
で
当
然
足
り
て
お
ら
ず
、
公
債

の
発
行
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
数
年
の
公

債
発
行
額
は
多
少
減
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

昨
今
、
消
費
税
、
ガ
ソ
リ
ン
の
暫
定
税
率
、

所
得
税
の
基
礎
控
除
を
ど
う
す
る
の
か
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
減
税
が
話
題
に
多
く
あ
が
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
現
在
、
我
が
国
の
財
政
は
、
公

債
に
依
存
す
る
構
造
が
常
態
化
し
て
お
り
、
将

来
世
代
へ
の
負
担
の
先
送
り
が
懸
念
さ
れ
て
い

る
状
況
で
す
。
減
税
に
関
す
る
議
論
の
結
論
は
、

現
時
点
で
は
見
通
せ
ま
せ
ん
が
、
公
債
依
存
の

構
造
自
体
は
、
自
然
体
で
は
当
面
の
間
は
継
続

せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
財
源
の
確
保
が
伴
わ
な
い
ま
ま
、

政
策
全
体
の
議
論
が
進
む
こ
と
は
、
財
政
運
営

上
、
悩
ま
し
い
課
題
で
す
。

い
わ
ゆ
る
「
失
わ
れ
た
30
年
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
間
、
物
価
も
賃
金

も
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
金
利
も

長
期
に
わ
た
っ
て
低
下
し
、
低
位
で
張
り
付
い

て
い
る
状
況
が
続
き
ま
し
た
。
足
元
で
は
徐
々

に
金
利
が
上
昇
し
、
金
利
の
あ
る
世
界
に
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
、
社

会
保
障
費
の
増
加
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
加
え

て
、
金
利
が
長
期
的
に
上
昇
す
る
可
能
性
が
あ

る
中
で
、
国
債
残
高
は
約
1
0
0
0
兆
円
に
達

し
て
い
ま
す
。
仮
に
金
利
が
1
%
上
昇
し
た
場

合
、
利
払
費
は
単
純
計
算
で
約
10
兆
円
増
加
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

実
際
は
借
換
え
も
徐
々
に
行
っ
て
い
る
の
で
、

金
利
が
1
%
上
昇
し
た
か
ら
と
い
っ
て
10
兆
円

す
ぐ
に
利
払
費
が
増
加
す
る
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
ぐ
ら
い
の
マ
グ
ニ
チ
ュ

ー
ド
が
あ
り
得
る
と
い
う
話
で
す
。
10
兆
円
と

い
う
の
は
大
き
な
金
額
で
す
。
例
え
ば
防
衛
関

係
費
や
文
教
関
係
費
で
も
10
兆
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
う
い
っ
た
予
算
が
吹
き
飛
ぶ
規
模
の
金
額
が
、

利
払
費
で
必
要
と
な
る
可
能
性
が
な
い
と
は
言

え
な
い
の
で
す
。
減
税
の
議
論
に
な
り
が
ち
で

す
が
、
こ
う
い
っ
た
財
政
の
状
況
を
考
え
な
が

ら
、
政
策
の
議
論
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

令
和
7
年
度
税
制
改
正
の
概
要

令
和
7
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
は
、
物
価
上
昇
局
面
に
お
け
る
税
負
担

の
調
整
、
い
わ
ゆ
る
「
1
0
3
万
円
の
壁
」
へ

の
対
応
で
す
【
資
料
2
】。

ま
ず
、
所
得
税
の
基
礎
控
除
に
つ
い
て
は
現

行
の
48
万
円
か
ら
58
万
円
へ
と
10
万
円
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
給
与
所
得
控
除
の
最

低
保
障
額
も
55
万
円
か
ら
65
万
円
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
の
就
業

調
整
に
対
応
す
る
た
め
に
特
別
控
除
を
設
け
る

こ
と
で
、「
壁
」
を
な
く
す
方
向
で
改
正
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

当
初
、
政
府
案
で
は
基
礎
控
除
と
給
与
所
得

控
除
の
最
低
保
障
額
の
各
10
万
円
の
引
上
げ
に

よ
り
、
所
得
税
の
課
税
最
低
限
の
1
0
3
万
円

か
ら
1
2
3
万
円
へ
引
き
上
げ
る
案
を
示
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
法
案
提
出
後
に
衆
議
院
に

お
い
て
修
正
が
加
え
ら
れ
、
基
礎
控
除
の
特
例
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
課
税
最
低
限

は
1
6
0
万
円
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
、
納
税
者

の
8
割
強
が
税
負
担
軽
減
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

今
回
の
改
正
は
、
こ
の
他
に
も
、
老
後
に
向

け
た
資
産
形
成
の
支
援
や
子
育
て
支
援
に
関
す

る
政
策
税
制
、
中
小
企
業
の
取
組
み
を
後
押
し

す
る
税
制
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
投
資
促
進

に
向
け
た
環
境
整
備
、
防
衛
力
強
化
に
係
る
財

源
確
保
の
た
め
の
税
制
措
置
な
ど
が
大
き
な
柱

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
外
国
人
旅
行
者
向
け

免
税
制
度
の
見
直
し
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
税
制
改
正
に
よ
る
増
減
収
見
込
み

に
つ
い
て
、
最
も
影
響
が
大
き
い
の
が
物
価
上
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令和７年度税制改正の概要
 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
 物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除を最大48万円から最大58万円に10万円引上げ。
 物価上昇や就業調整への対応として、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万円引上げ。
 学生アルバイトの就業調整への対応として、19歳～22歳の子の給与収入が150万円までは親が所得控除（63万円）を受け
られる特別控除を創設。給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減。

 令和７年末の年末調整から適用。
→ 衆議院修正により基礎控除の特例を創設。（課税最低限を160万円に引上げ、納税者の８割強を対象に税負担軽減）

 老後に向けた資産形成の支援
 確定拠出年金（企業型DC及びiDeCo（個人型確定拠出年金））について、企業年金の有無等によるiDeCoの拠出限度額の差
異を解消。

 賃金上昇の伸びを踏まえ、会社員（２号被保険者）の共通拠出限度額（企業型DC＋iDeCo）を7000円引上げ（月額5.5万円

→6.2万円）。この結果、企業年金のない会社員のiDeCoの拠出限度額が2.7倍に（月額2.3万円→6.2万円）。
 個人事業主（１号被保険者）についても会社員と同額の引上げ（月額6.8万円→7.5万円）。

 子育て支援に関する政策税制
 住宅ローン控除・住宅リフォーム税制（７年限りの時限措置）、生命保険料控除の拡充（８年限りの時限措置）。
 高校生年代の扶養控除等の見直しは、引き続き検討。

 地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制
 地域経済に好循環を生み出していくため、売上高100億円超を目指す中小企業を対象に、中小企業経営強化税制を拡充

（対象資産に建物追加）。
 軽減税率の特例（15％）を２年延長。同時に、極めて所得が高い企業には一定の見直し（所得10億円超の企業は17%等）。
 法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件の見直し（個人版事業承継税制も同様の見直し）。

 スタートアップへの投資促進や「資産運用立国」の実現に向けた環境整備
 エンジェル税制について、再投資期間を最大で２年間に延長（繰戻し還付制度の創設）。
 NISAについて、つみたて投資枠のETFの最低取引単位の見直し等により、利便性を向上。

 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
 安全保障環境が厳しさを増す中、わが国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を講ずる。

 法人税は、８年４月１日以後に開始する事業年度について、法人税額から500万円を控除した上で、税率４％（法人税率

換算１％程度）の新たな付加税。
 所得税は、５年度大綱等を踏まえつつ、引き続き検討。
 加熱式たばこの課税については、紙巻たばことの間の税負担差を解消するため、２段階で適正化（８年４月、８年10月）。
国のたばこ税率は３段階で引上げ（９年４月、10年４月及び11年４月に0.5円／1本ずつ）。

 新たな国際課税ルールへの対応
 「法人税引下げ競争」に歯止めをかける観点から、国際合意に則り、グローバル・ミニマム課税（最低税率15％）の導入を完了

（軽課税所得ルール（ＵＴＰＲ）及び国内ミニマム課税（ＱⅮＭＴＴ）を法制化）。

 外国人旅行者向け免税制度の見直し
 制度の不正利用に対応するため、リファンド方式に見直し（課税で販売、事後的に消費税相当額返金）。
 免税店の事務負担軽減や外国人旅行者の利便性向上の観点から、免税販売要件の見直し。



昇
局
面
に
お
け
る
税
負
担
の
調
整
と
就
業
調
整

へ
の
対
応
、
い
わ
ゆ
る
「
1
0
3
万
円
の
壁
」

へ
の
対
応
に
よ
る
も
の
で
す
。
政
府
案
で
の
減

収
見
込
額
は
5
8
3
0
億
円
で
し
た
が
、
衆
議

院
で
の
法
案
修
正
で
設
け
ら
れ
た
基
礎
控
除
の

特
例
に
よ
る
減
収
見
込
額
は
6
2
1
0
億
円
と

な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
、
合
計
で
お
よ

そ
1
・
2
兆
円
超
の
減
収
見
込
み
と
な
っ
て
い

ま
す
。
防
衛
力
強
化
の
た
め
の
財
源
確
保
に
つ

い
て
は
、
も
と
も
と
政
府
は
お
よ
そ
1
兆
円
強

を
税
制
措
置
に
よ
っ
て
確
保
す
る
方
針
を
示
し

て
お
り
ま
し
た
。
今
回
、
防
衛
特
別
法
人
税
の

創
設
や
た
ば
こ
税
の
見
直
し
に
よ
り
、
平
年
度

ベ
ー
ス
で
お
よ
そ
1
兆
円
弱
の
財
源
が
確
保
で

き
る
見
込
み
で
す
。
残
り
の
部
分
は
所
得
税
に

な
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
引
き
続
き

検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
「
1
0
3
万
円
の
壁
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。
税
制
改
正

前
は
、
本
人
の
年
間
の
給
与
収
入
が
課
税
最
低

限
で
あ
る
1
0
3
万
円
を
超
え
た
場
合
、
本
人

に
所
得
税
が
段
階
的
に
賦
課
さ
れ
ま
す
【
資
料

3
】。
給
与
収
入
が
1
0
4
万
円
に
な
っ
た
場

合
、
税
金
を
払
い
始
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

い
う
心
理
的
な
壁
と
し
て
の
要
素
は
あ
り
ま
す

が
、
1
0
3
万
円
を
超
え
た
1
0
4
万
円
と
の

差
額
1
万
円
に
所
得
税
が
か
か
る
と
い
う
こ
と

で
す
の
で
、
突
然
手
取
り
収
入
が
逆
転
す
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
方
で
「
1
0
6
万
円
の
壁
」、
あ
る
い
は

「
1
3
0
万
円
の
壁
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

は
、
社
会
保
険
料
に
関
す
る
も
の
で
す
。
こ
ち

ら
に
関
し
て
は
、
1
0
6
万
円
、
1
3
0
万
円

と
い
っ
た
「
壁
」
を
超
え
る
と
、
急
に
社
会
保

険
料
の
負
担
が
上
が
り
、「
壁
」
を
超
え
る
前

後
で
手
取
り
収
入
の
逆
転
が
起
こ
り
ま
す
。

今
回
、「
1
0
3
万
円
の
壁
」
を
引
き
上
げ

ま
し
た
の
で
、
心
理
的
な
壁
が
1
6
0
万
円
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
1
3
0
万
円
を
超
え

る
と
こ
ろ
ま
で
課
税
最
低
限
を
引
き
上
げ
て
い

る
の
で
、
税
制
面
で
は
名
実
と
も
に
「
壁
」
が

解
消
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
1
0
6
万
円
の

壁
」
も
実
質
的
に
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
残
っ

て
い
る
の
は
「
1
3
0
万
円
の
壁
」
で
す
が
、

税
制
で
は
な
く
、
社
会
保
険
料
の
議
論
の
範
疇

の
も
の
で
す
。

課
税
最
低
限
を
令
和
7
年
度
改
正
以
前
の
も

の
で
整
理
す
る
と
、「
1
0
3
万
円
」
と
い
う

数
字
は
、
単
身
で
扶
養
親
族
が
い
な
い
場
合
を

前
提
と
し
た
も
の
で
す
。
具
体
的
に
は
、
基
礎

2
．
基
礎
控
除
等
の
引
上
げ
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控
除
48
万
円
に
給

与
所
得
控
除
55
万

円
を
加
え
る
こ
と

で
、
合
計
1
0
3

万
円
と
な
り
ま
す
。

こ
の
仕
組
み
が
、

今
回
の
改
正
に
よ

っ
て
1
2
3
万
円
、

さ
ら
に
法
案
修
正

に
よ
り
最
終
的
に

は
1
6
0
万
円
ま

で
上
が
っ
た
と
い

う
経
緯
が
あ
り
ま

す
。も

ち
ろ
ん
、
配

偶
者
控
除
や
特
定

扶
養
控
除
等
が
あ

り
ま
す
の
で
、家
族

構
成
が
変
わ
る
と
、

課
税
最
低
限
は
変

わ
り
ま
す
。
夫
婦

共
働
き
で
、
大
学

生
の
子
ど
も
が
一

人
い
る
場
合
、
社

会
保
険
料
控
除
を

除
く
と
、課
税
最

低
限
は
約
2
4
0

万
円
に
な
り
ま
す
。

課
税
最
低
限
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
料
控

除
を
除
い
た
金
額
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
社
会
保
険
料
を
支
払
っ
て
い

な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、
分
か
り
や

す
さ
の
点
か
ら
は
そ
れ
で
も
よ
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
で
す
が
、
今
や
課
税
最
低
限
は
1
6
0

万
円
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
社
会
保
険
料
控

除
を
含
め
ま
す
と
、
実
は
基
礎
控
除
等
の
合
計

は
さ
ら
に
高
い
金
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
改
正
の
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
の

一
つ
に
、
大
学
生
年
代
の
子
の
親
へ
の
特
別
控

除
の
創
設
が
あ
り
ま
す
。
改
正
以
前
は
、「
扶

養
さ
れ
る
側
」
の
給
与
収
入
が
1
0
3
万
円
を

超
え
た
場
合
、「
扶
養
す
る
側
」
の
税
負
担
が

一
度
に
増
加
し
、
世
帯
の
手
取
り
が
逆
転
す
る

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
改
正

で
、
配
偶
者
控
除
と
同
様
の
制
度
を
創
設
し
、

こ
う
い
っ
た
問
題
に
対
処
し
ま
し
た
。

自
動
車
関
係
諸
税
は
、
国
税
と
地
方
税
が
あ

り
ま
す
。
車
体
課
税
と
燃
料
課
税
の
2
つ
か
ら

な
っ
て
お
り
、
車
体
課
税
の
中
身
は
、
自
動
車

重
量
税
と
自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
と
な
っ
て

概要（見直し前） ポイントと見直し内容

103万
（税）
⇓⇓
対応

 本人の年間の給与収入が103万円を超えた場合、本人に所得税
が段階的に賦課される

 扶養される側（例 学生）の年間給与収入が103万円を超えた
場合、扶養する側（例 学生の親）が（特定）扶養控除を受け
られなくなる
※扶養される側が配偶者の場合、控除はなくならない

 本人の手取り収入は減少しない
⇒⇒ 160万円への引上げにより、「103万円の壁」を

名実ともに解消
 世帯の手取り収入は減少

※配偶者の場合、手取り収入は減少しない
⇒⇒ 手取り収入が減少しない仕組みを創設

106万
(社保)
⇓⇓
撤廃

 扶養される側（被扶養配偶者（第３号被保険者））が、以下の
全ての要件を満たす場合、厚生年金・健康保険に加入（保険料
を負担）し、扶養から外れる
・雇用契約時の所定内賃金（注１）が月8.8万円（年106万円）以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・従業員50人超の企業に勤務
・学生ではない

 厚生年金・健康保険の保険料負担が生じるため、壁を
超える前後で手取り収入が減少
厚生年金や健康保険の傷病手当金等の給付が上乗せ
⇒⇒ 雇用契約時の所定内賃金が月8.8万円（年106万
円）以上という、いわゆる「106万円の壁」と呼
ばれる賃金要件を撤廃（注２）

⇒⇒ 企業の規模に関する要件も段階的に撤廃

130万
(社保)

 扶養される側（被扶養配偶者（第３号被保険者）（注３））の年
間収入見込み額（給与所得以外の収入も含む）が130万円以上
（注４・５）となる場合、国民年金・国民健康保険に加入（保険
料を負担）し、扶養から外れる

 国民年金・国民健康保険の保険料負担が生じるため、
壁を超える前後で手取り収入が減少

 被扶養配偶者（第３号被保険者）であったときと給付
面は変わらない

150万
(税)
⇓⇓

160万

扶養される側の配偶者の年間給与収入が150万円を超えた場合、扶
養する側に適用される配偶者特別控除が段階的に減少する

 世帯の手取り収入は減少しない
⇒⇒ 基準を160万円へ引き上げ

いわゆる「年収の壁」のポイントと見直し

（注１）毎月支払われる基本的な賃金を指し、時間外手当や家族手当、通勤手当、賞与などは除く。
（注２）最低賃金の状況を踏まえ、令和７年6月から３年以内に撤廃（最低賃金が時給1,016円以上となると週20時間以上働く方の賃金が月8.8万円以上となり、賃金要件の意味が実質的になくなる。）。
（注３）健康保険の場合、扶養される側には配偶者以外に三親等以内の親族まで含まれる。その場合、年金は第１号被保険者となる。
（注４）今後１年間の収入を見込む際には、例えば、認定時（前回の確認時）には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近３か月の収入を年収に換算すると130万円以上となる

場合であっても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断することとしている。
（注５）人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が130万円を超えても、事業主の証明があれば、連続２年までは引き続き扶養にとどまることが可能（年収の壁・支援強化パッケージ）

▪資料3

3
．
暫
定
税
率



い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
お
よ
そ
3
兆

円
弱
の
税
収
に
な
り
ま
す
。
燃
料
課
税
は
、
石

油
ガ
ス
、
揮
発
油
税
等
、
軽
油
引
取
税
か
ら
な

り
、
合
わ
せ
る
と
お
よ
そ
3
兆
円
超
の
税
収
に

な
り
ま
す
。

揮
発
油
税
等
及
び
軽
油
引
取
税
に
は
「
当
分

の
間
税
率
」、
い
わ
ゆ
る
上
乗
せ
分
が
あ
り
、

こ
の
部
分
の
税
収
は
揮
発
油
税
等
が
約
1
兆
円
、

軽
油
引
取
税
が
お
よ
そ
5
0
0
0
億
円
弱
と
な

り
ま
す
。
暫
定
税
率
を
廃
止
す
る
と
、
こ
れ
ら

の
部
分
の
合
計
約
1
・
5
兆
円
分
の
税
収
が
な

く
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
暫
定
税
率
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
も

と
も
と
は
道
路
特
定
財
源
と
し
て
道
路
整
備
の

た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
無

駄
遣
い
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
を
受
け
、
平

成
21
年
に
一
般
財
源
化
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の

民
主
党
政
権
は
暫
定
税
率
の
廃
止
を
掲
げ
ま
し

た
が
、
財
政
状
況
の
厳
し
さ
や
地
球
温
暖
化
対

策
の
必
要
性
か
ら
、
現
実
路
線
に
転
換
し
、
期

限
を
設
け
な
い
「
当
分
の
間
税
率
」
と
し
て
継

続
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

昨
年
来
、
い
つ
ま
で
も
「
暫
定
税
率
」
を
続

け
る
こ
と
へ
の
疑
問
の
声
や
、
物
価
高
騰
や
地

方
の
生
活
実
態
を
踏
ま
え
、
暫
定
税
率
を
廃
止

す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
再
び
出
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

 税
率
変
更
に
伴
う
実
務
上
の
課
題

最
後
に
、
消
費
税
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

消
費
税
の
税
率
変
更
に
は
、
い
く
つ
か
実
務
上

の
課
題
が
伴
い
ま
す
【
資
料
4
】。
例
え
ば
、

税
率
引
下
げ
前
の
買
い
控
え
と
引
下
げ
後
の
反

動
な
ど
、
消
費
税
を
上
げ
た
時
と
逆
の
こ
と
が

起
き
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
仮
に
物
価
高
対
策
と
し
て
消
費
税
率

を
引
き
下
げ
る
場
合
、
事
業
者
は
原
材
料
が
上

が
っ
て
い
て
価
格
も
上
げ
た
い
状
況
に
も
関
わ

ら
ず
、
税
率
引
下
げ
相
当
分
の
価
格
引
下
げ
を

求
め
ら
れ
、
B
to
B
で
は
い
わ
ゆ
る
「
買
い
叩

き
」
が
起
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

免
税
事
業
者
に
お
い
て
も
、
消
費
税
引
下
げ
分

の
値
下
げ
を
求
め
ら
れ
、
利
益
が
減
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
P
O
S
レ
ジ
の
シ
ス
テ

ム
対
応
に
も
相
当
の
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
軽
減
税
率
の
み
引
き
下
げ
る
場
合

に
は
、
外
食
と
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
と
で
税
率
の
差

が
拡
が
り
、
外
食
産
業
に
影
響
が
出
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
標
準
税
率
で
仕
入
れ
、

軽
減
税
率
で
販
売
す
る
、
と
い
う
場
合
に
は
、

4
．
消
費
税
の
議
論
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仕
入
れ
時
の
消
費
税

は
変
わ
ら
な
い
一
方

で
、
販
売
時
の
消
費

税
は
減
る
の
で
事
業

者
の
資
金
繰
り
に
影

響
が
出
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

消
費
税
率
の

引
下
げ
に
よ
る
減
収

消
費
税
は
、
社
会

保
障
費
に
充
当
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
現
在
で
も
社

会
保
障
費
を
す
べ
て

消
費
税
で
賄
え
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
消
費
税
は

貴
重
な
財
源
で
す
。

仮
に
税
率
を
引
き
下

げ
る
の
で
あ
れ
ば
、

社
会
保
障
財
源
に
穴

が
開
け
ば
ど
う
な
る

の
か
考
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

令
和
7
年
度
予
算

で
は
、
消
費
税
は
所
得
税
や
法
人
税
を
超
え
る

最
大
の
収
入
項
目
で
あ
り
、
そ
の
規
模
は
国
地

方
合
わ
せ
て
約
31
・
4
兆
円
に
達
し
ま
す
。

1
%
あ
た
り
の
消
費
税
収
は
、
標
準
税
率
分
で

約
2
・
7
兆
円
、
軽
減
税
率
分
で
約
0
・
6
兆

円
と
な
り
ま
す
。
仮
に
食
料
品
を
含
む
軽
減
税

率
対
象
品
目
の
税
率
を
全
て
ゼ
ロ
と
す
れ
ば
、

年
間
で
約
5
兆
円
の
減
収
で
す
。

さ
ら
に
、
こ
れ
が
仮
に
時
限
措
置
だ
と
し
て

も
、
一
度
下
げ
た
税
率
を
上
げ
る
こ
と
は
非
常

に
難
し
い
こ
と
で
す
。
時
限
措
置
が
長
く
続
く

こ
と
に
な
れ
ば
、
毎
年
約
5
兆
円
の
財
源
不
足

が
生
じ
る
と
い
う
事
態
も
想
定
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
消
費
税
は
地
方
交
付
税
の

原
資
で
も
あ
り
、
地
方
の
取
り
分
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
地
方
財
政
へ
の
影
響
も
避
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

以
上
、「
税
制
の
当
面
の
諸
課
題
」
を
テ
ー
マ

に
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
後
に

な
り
ま
す
が
、
財
務
省
で
は
、
今
後
も
税
に
対

す
る
理
解
を
さ
ら
に
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

引
き
続
き
ご
協
力
、
ご
支
援
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
本
日
は
、
ご
清
聴
い

た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
構
成
／
T
K
C
出
版　

垂
澤
永
吉
）

① 価格改定等の対応

⑤ 各種システムの設定変更・改修

④ 免税事業者に与える影響

② 買い控え・駆け込みと反動

③ 価格転嫁

税率変更に伴う実務上の課題

税率を引き下げる場合

○ 我が国では、消費税の税率変更は適切に価格に反映されることが重要。消費税の税率変更に事業者が対応す
るためには、税率変更を踏まえた価格改定やシステム改修等の対応が必要。
（注）過去の税率変更時（3→5％、5→10％）は消費税転嫁対策特別措置法を制定するなど、転嫁拒否等の行為の取締り等、円滑かつ適正な価

格転嫁を実現するための各種施策を実施。

○ こうした対応には十分な準備期間が必要となることから、過去の税率変更時は、改正法公布から少なくとも１年
半の期間をおいて施行。

⑥ 税率差が大きくなることによる影響

⑦ 事業者の資金繰りに及ぼす影響

（追加的課題）
軽減税率のみ引き下げる場合

▪資料4


